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令和４年度 更生保護法人清心寮 事業成績報告書 

  

１ 更生保護事業等の状況 

（１）継続保護事業の実績について 

  ア 令和４年度においてもコロナ禍が続きましたが、感染者が発生した場

合の対策を講じたうえで、積極的な受入れを推進いたしました。その結

果、年間収容延定員に対する収容率は１１１．４％（前年度比＋７．２

ポイント）となり２年連続で１００％超の実績を上げることができまし

た。年間実人員は、１１７人（前年度比＋９人）、平均滞在日数は６９

．５日（前年度比▲０．３日、全国８１．５日（令和３年度））となり、

できるだけ多くの人を受け入れ早期の自立を図るという当初の目標を達

成することができました。うち仮釈放者は１０９人（前年度比＋１３人）、

実人員に占める割合は９３．２％となりました。仮釈放者の受入れを中

心にし、保護観察と一体となった立ち直りの促進に努めました。  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ  高齢者、障害者等の特別処遇対象者の受入れは２９人（前年度比＋１

６人）となりました。特別処遇指定施設における年間実人員の目安１６

人を大きく上回り、生活自立の困難な人の支援にも尽力しました。  

    処遇困難として特定累計加算の対象となる薬物事犯者は２３人であり、

全体の約２割を占めました。  

  ウ  寮生に対しては、早期自立を目指すため、最長４か月を目安に退寮で

きるよう計画的な自立支援を進めました。ケースごとに担当補導員を決

めマンツーマンによるきめ細かな指導援助を行うとともに、始業時に引

き継ぎを兼ねたカンファレンスを実施し、全ケースについての情報共有

をし全職員が各ケースに適切に対応できるように努めました。特に、①

就労先の確保、②住居の確保、③治療・通院の支援、④就労困難者に対

する福祉移行支援、⑤整理整頓など生活規律についての指導、⑥飲酒の
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禁止などの遵守指導など社会生活自立を念頭にした実践的な指導を中心

に進めました。  

  エ  外部の団体等の協力により実施した取組みは以下のとおりです。  

  （ア）済生会川口総合病院のご厚意により、無料低額診療（４人）、健康

診断（５回２４人）、インフルエンザ予防接種（６人）を利用するこ

とができた。  

  （イ）就労支援については、浦和ハローワークの就労支援で６人が就職し、

埼玉県就労支援事業者機構ほかの就労支援で協力雇用主に１６人が就

職した。  

（ウ）犯罪傾向の改善に資する集団プログラムとして、埼玉ダルクの協力

を得て薬物ミーティングを４回行った。  

（エ）寮生の教養や情操を高めるものとして、絵手紙の会（さいたま中央

更女）９回、食事会（さいたま浦和更女）３回、芋ほり（大宮BBS）

１回、手作りバレンタインチョコ贈呈（大宮BBS）１回を行った。  

  オ  退寮者は９４人、うち円満退寮は８４人で８９．４％（全国８３％（令

和３年度））、無断退寮４人、再犯や遵守事項違反による事故退寮５人

（うち４人は刑事施設を仮釈放となった者が清心寮に帰住しなかったこ

とによる違反です）などとなっています。  

有職で退寮する者は６３人で６６．３％（全国６０．０％（令和３年

度））、その他の者は、生活保護や介護福祉・障害者福祉に移行する者

が約半数、県外などで就労予定の者などが約半数となっています。  

  カ  矯正施設釈放者の受入れの可否を判断する生活環境調整について、清

心寮への希望者が５２１人、うち受入れを可とする者が１０９人、面接

や文書照会を経て受入れを可とする者が１４人、不可又は未定の者が３

９８人です。  

（２）一時保護事業の実績について（訪問支援事業）  

   清心寮退寮者や満期釈放者など一人で社会生活自立に取り組む者に、立

ち直りに際しての生活課題に対する相談支援を行う訪問支援事業（保護観

察期間中又は釈放から１年間の何れか長い期間）は、全国８か所の更生保

護施設の一つとして、２年目の取組みを行いました。  

支援対象の委託実人員は４７人、支援回数は４４０回、うち、事業の中心

となる訪問は２４０回となりました。相談内容は、〇金銭関係、〇住居問題、

〇健康問題、〇通院への同行、〇福祉機関との三者協議などとなっています。 

  退寮生からは好評価を得ています。  

   訪問支援委託終了後の生活相談を行うフォローアップ事業については、実

人員が２４人、支援回数は９４回となっています。  

（３）休眠預金活用事業の実績について  

日本民間公益活動連携機構（ＪＡＮＰＩＡ）の助成を受けて、令和２年度から令

和４年度までの３年間の事業として、地域社会での立ち直りを促進する事業を実
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施しました。最終年度である令和４年度の実績は次ぎ次のとおりです。 

  ア 埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会事業 

    年２回リモートで実施。第１回は６月に「埼玉県地域再犯防止推進事業（入口支

援）」及び「訪問支援モデル事業」をテーマとした。第２回は「更生保護地域連携

拠点事業」をテーマとした。 

イ 薬物依存回復支援事業 

コロナ禍において夜間ミーティングは、リモート端末を用いてのミーティング

を４回開催。 

ウ 就労定着事業 

就労定着フォローアップ職員を雇用し、定着支援相談を実施（実人員は３９人）。 

（４）更生保護地域連携拠点事業の実績について 

本事業は、満期釈放者等による生活自立や再犯防止のための取組みに対し、地域の

関係者が連携して息の長い支援を実施できるネットワークなどの仕組みを構築する

ことを目的としています。法務省の委託事業として、令和４年１０月から開始され、

旭川、埼玉、福井観察所管内で実施しています。埼玉県内では、埼玉県更生保護観察

協会、埼玉県就労支援事業者機構及び清心寮が「更生保護地域連携拠点事業埼玉県共

同事業体」を組織、共同体代表は埼玉県就労支援事業者機構会長、事務所は機構事務

局に設置し、入札を経て下記の事業を実施しました。 

  ア 実施体制 

    地域支援コーディネーター１人、同コーディネーター補佐２人を機構職員として

雇用した。 

  イ 事業内容 

  （ア）支援対象者の支援に利用できる社会資源の調査を行いわかりやすくリスト化す

るなどして保護観察所に報告した。 

  （イ）埼玉県内の２地域（越谷市及び草加市）において更生保護関係団体相互のネッ

トワーク化を進めた。今後は福祉のほか、薬物依存、生活困窮、孤独・孤立など

の課題に取り組む機関・団体に地域支援ネットワークへの参画を働きかけること

としている。 

  （ウ）満期釈放者等に対する支援を行う支援団体に対し、①支援団体からの求めに応

じ、支援に関する助言援助、②他の支援団体につなぐなどの支援、③事例研究会、

広報啓発など地域支援ネットワークの充実促進に資する活動などに着手した。支

援団体からの相談対応等は１２件、支援対象者への支援は１１件である。 

  ウ 決算については、埼玉県就労支援事業者機構の事業費として処理することとして

おり、清心寮の収入・支出はない。なお、当該委託費収入は３，５４２，３０８円

である。 

 

２ 更生保護法人の経営管理の状況 

（１）役員体制について 

   年度末現在、理事は１５人、監事は２人、評議員は２３人であり、定款の定数の範
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囲内である。理事・監事は親族制限（３親等以内親族が３分１の１以下）及び欠格事

由（破産者・刑期終了後五年未満）を満たしています。なお、反社会的組織関係者は

いません。 

（２）理事会 

  ア 令和４年５月１８日理事会（さいたま共済会館） 〇議題 令和３年度事業報告

・決算の承認 〇結果 出席者及び書面表決者全員の賛成により承認 

イ 令和４年６月２２日理事会（書面表決） 〇議題 ①評議員の選任、②補導主任

交代に伴う法務大臣への認可申請の事前承認、③副理事長の選任  〇結果 全理

事が書面表決にて賛成し承認及び選任 

ウ 令和４年７月２５日理事会（書面表決） 〇議題 評議員の選任 〇結果 全理

事が書面表決にて賛成し選任 

エ 令和４年９月１４日理事会（書面表決） 〇議題 ①更生保護法人更生保護事業

振興財団に対する更生保護施設大規模整備事助成金の交付要望の事前承認、②更生

保護地域連携拠点事業の実施についての承認  〇結果 全理事が書面表決にて

賛成し承認 

    オ 令和５年３月２４日理事会（さいたま共済会館） 〇議題 ①令和５年度事業

計画の承認 ②令和５年度予算の承認 〇出席者及び書面表決者全員の賛成に

より承認 

（３）評議員会 

  ア 令和４年５月１８日評議員会（さいたま共済会館） 〇議題 令和３年度事業報

告・決算の承認   〇結果 出席者及び書面表決者全員の賛成により承認 

イ 令和４年６月２２日評議員会（書面表決） 〇議題 理事の選任   全評議員

が書面表決にて賛成し承認及び選任  

ウ 令和４年９月１４日評議員会（書面表決） 〇議題 ①更生保護法人更生保護事

業振興財団に対する更生保護施設大規模整備事助成金の交付要望の事前承認、②

更生保護地域連携拠点事業の実施についての承認  〇結果 全評議員が書面表

決にて賛成し承認 

  エ 令和５年３月２４日理事会（さいたま共済会館） 〇議題 ①令和５年度事業計

画の承認 ②令和５年度予算の承認 〇出席者及び書面表決者全員の賛成により

承認 

（４）監事監査 

   ５月２日に監事監査を行い事業が適正に行われていることが確認されました。 

（５）処遇会議  

理事長、常務理事、施設長、補導主任、補導職員、観察所長、次長、社

会復帰対策官、保護観察官の構成で毎月実施しています。内容は、取り組

んでいる更生保護事業の評価、改善策の検討、個別ケースの検討など。  

（６）会計処理 

  ア 経理責任者は施設長（常務理事）、金銭出納は会計責任者（事務職員）が担いま

す。取引の決済は、施設長以外の常務理事も行っています。 
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  イ 収入の中核をなす委託事業については、個々の寮生の受託状況は、担当の補導員

各人が担い、全員の受託状況の集計を担う担当者に引き継がれます。月ごとの集計

結果を施設長が決済し、委託状況の月別報告を所轄庁に報告。それを踏まえ、事務

担当者が委託費の請求を行っています。また、食事給付の集計は別の担当者が行っ

ており、委託状況の月別報告と合致することが確認されます。それぞれの立場から

委託状況を確認しているため、集計ミスや不正を防止することができます。なお、

所轄庁も寮生の出入りを毎日把握しているため、委託状況の集計は双方の数値を突

合する仕組みができています。 

  ウ 令和４年度において会計事故は発生していません。 

（７）情報公開 

  「清心寮会報」のほか、令和２年度からホームページを作成し、事業計画、収支予算

書、事業報告、収支決算書、貸借対照表、役員名簿、定款その他の内部規定等を公開

しています。 

（８）許認可・指導監督への対応 

ア 資産の総額の登記：６月８日登記 ６億１７９８万８８１円 

イ 国からの業務委託に関し、委託内容及び委託費の授受について、所轄庁からの指

摘やクレームはありません。 

ウ 収益事業は実施していません。したがって税制上の問題も生じていません。 

エ 幹部職員の一つである補導主任については、施設長が兼任していましたが、適任

者を採用し、関東地方更生保護委員会に認可申請し、７月１１日付で認可されまし

た。 

オ 令和５年３月６日、保護観察所の立入検査があり、事業内容については高く評価

されました（事務手続きについて若干の指摘があった。）。  

（９）施設維持管理、安全、衛生等 

ア 施設の点検について毎日の自主点検を宿直担当者が実施し、各月の自主点検を点

検担当者が実施し、異常のないことを確認しています。 

イ 消防署の点検は毎年受けています。特に指摘はされていませんが、防火センサー

の誤作動がしばしば生じているため、令和４年度の共同募金指定寄付により、防災

監視盤の改修を行いました。 

ウ 寮生に供される食事については、毎食の検食（試食及び保存用）を用意している。

食中毒検査の義務はありませんが、年に２回、責任者及び調理員３名計４名の検便

を保健所に提出しています。異常な結果は出ていません。 

    保健所からの指導により、令和３年度より冷蔵庫の温度を毎日記録するなど、よ

り厳格な衛生管理を実施することとしています。 

エ 施設設置から３１年目となり、ところどころに不具合が生じています。計画的な

点検に努め、令和４年度は、以下の改修を行いました（１０万円以上の改修のみ掲

載）。 

①居室、調理室の扉を修繕（８月）、②電気回路増設工事（１０月）、③火災感知

器交換（１２月）、④洗面台水栓交換（１月）、⑤排水管洗浄（３月）その他合せ
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て施設補修費は約１９６万円 

（10）コロナ禍での対応について  

    前年度に引き続きコロナ感染予防対応に万全を期しましたが、寮生２１

名が感染、職員も１名感染しました。うち、寮生については、ミーティン

グルームに隔離し、他の寮生との動線を遮断しました。そのうえで、保健

所に宿泊療養ホテルの利用を依頼し、迅速な移動に努めました。  

 （11）地域社会からの支援  

    １２２名の個人、法人等からの寄付のほか、寮生のための衣料品、食品、

園芸植物などを提供していただきました。  

 （12）社会との交流、連携  

   ア  地域の連絡協議会   

①  高齢又は障害により自立が困難な矯正施設出所者等の地域生活定着支

援に係る連絡協議会  

②  埼玉県地域生活定着支援センター運営推進委員会  

③  埼玉社会復帰支援ネットワーク協議会  

④  済生会川口総合病院・生活困窮者支援ネットワーク協議会   

  イ  研修・見学の受入れ  

①  福祉専攻大学生（社会福祉事業大学１名、立教大学１名）の実務実習 

②  司法修習生見学・研修（合計24名）、家庭裁判所職員研修  

③  矯正分野の職員研修  

④  埼玉県立大学の学生研修  

⑤  東京大学学生の実習  

⑥  県内更女、保護司会、保護職員の研修  

⑦  マスコミ取材、海外からの視察その他  

 ウ  地域行事への参加  

   岸町7丁目自治会会合（総会、定例理事会：毎月、班長会：隔月）、 一

斉清掃年２回、諸行事、研修旅行等に参加しました           

エ   関係団体行事への出席      

   ①  「第７１回社会を明るくする運動」県推進委員会  

   ②  さいたま浦和地区保護司会総会   

③   関東地方更生保護事業連盟理事会・総会  

④  全国更生保護法人連盟理事会・常務理事会  

⑤  更生保護事業振興財団理事会  

⑥  埼玉県就労支援事業者機構総会等  

⑦ 埼玉県更生保護女性連盟理事会新年会  

⑧  県保護司カウンセリング研究会総会、公開講座      

    ⑨  埼玉県更生保護大会   

⑩  法務省再犯防止計画検討会・埼玉県再犯防止関係機関連絡協議会  

 オ  清心寮の開放（集会室等利用受入れ）施設利用   
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   地元自治会、地元保護司会、地元更生保護女性会、コーラスグループ、

カウンセリング研究会等  

 

３  財務の状況  

（１）一般会計収支決算 

ア コロナ禍の中、感染防止対策及び感染者が発生した場合の対策を整備し

たうえで、身寄りのない釈放者の受入れを推進しました。その結果、上

述のとおり収容率は１１１．４％となりそれに伴って委託費収入も増加

しました。委託費収入は、７，２７９万円（前年度比８８４万円増）と

なり、予算額に比べ７８４万円プラスとなっています。  

イ  寄付金収入は、前年度比９７万円増の５７５万円となりました。  

ウ  人件費に関連して、ここ数年施設長が補導主任（寮生の生活指導・相

談の法定責任者）を兼務していましたが、適任者を確保し、職員が１人

増員となりました。また、定年退職などにより職員の交代が発生し、新

旧職員の重複もあったため、常勤職員の「給料手当」は、前年度比４３

５万円増の、３，３３６万円となりました。全支出に対する人件費（非

常勤職員に対する雑給与、退職手当、福利厚生費を含む）の比率は、５

８．８％（昨年度５８．７％）となりました（参考：令和３年度の全国

の更生保護施設の平均人件費比率は５８．９％）。  

エ  施設補修費については、水漏れなど老朽化による不具合や故障が目立

ち、前年度比２３万円増の１９６万円となりました。  

オ  物価高騰の影響を受けやすい項目をみると、水道光熱費は前年度比７

０万円増（＋２３．８％）の３６２万円、消耗品費は前年度比１１０万

円増（＋７３．２％）の２６１万円となりました。  

カ  コロナによる規制が緩和されたため、会議や集団プログラムなどが復

活し、前年度支出のなかった会議費が３７万円の支出となりました。  

キ  その他の費用については、節約を心掛け支出いたしました。  

ク  黒字が見込まれるため、運用積立金繰入収入予算３００万円の利用は

取り止めました。  

ケ  以上の結果、  

    収入は、８２，０１１，６５４円（予算比＋４，２５２，６５４円、

昨年度比＋６，６３４，３４８円）  

    支出は、８０，８１９，４１１円（予算比＋３，０６０，４１１円、

昨年度比＋７，５７０，９５３円）  

   となり、収支差額は１，１９２，２４３円となりました。  

 

（２）休眠預金助成事業特別会計収支予算 

   ３年事業の３年目であり、事業着手状況につきましては、事業報告のとおりです。

清心寮の負担割合は２０％ですが、就労支援フォローアップを担当する職員の人件費
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が超過したため、特別会計予算額１００万円とは別に４９万円を支出しました。 

（３）貸借対照表及び財産目録 

  ア 流動資産のうち預金は、前年度比１，２１３万円増の２億７００９万円となり、

流動資産合計は、２億７８１６万円となっています。 

  イ 固定資産のうち、 

① 基本財産：建物が４億９１６万円、定期預金が１億５０００万円 合計５億

５９１６万円 

②その他の固定資産：預金が８２０万円 総計４，０１１万円 

となり、固定資産合計で５億７７４３万円となっています。 

  ウ 流動負債は、未払金及び預り金であり合計で２９７万円となっています。 

  エ 引当金（負債）については、減価償却累計額が、２億４５９８万円となっていま

す。 

  オ 固定負債については、退職給与引当金が１，０１８万円となっています。 

   以上の結果、資産合計８７７，４３４，７０６円 

         負債合計２５９，１３２，２５３円となり、 

  この差額６１８，３０２，４５３円を、 

基本財産、５５９，１５９，２６２円 

   積立金   ５５，８２２，１００円（運用積立金、建設積立金、建設修繕積立金） 

   繰越金    ３，３２１，０９１円（前期繰越金及び当期繰越金の２年分） 

に振り分け、正味財産としました。 

 


